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１．実地指導における主な指摘事項
（児童系サービス）
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基準人員として配置できる「児童指導員又は保育士」のうち、保育士は、

保育士証等により資格の有無を確認できる一方で、児童指導員については、

任用資格の種類が多数あり、資格の有無が明確でない場合もある。

次ページから、誤り・質問が多い点を記載する。

主な指摘事項の内容①
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（参考）児童指導員の任用資格

❖岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年12月26日条例第90号）

（児童指導員の資格要件）
第59条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 精神保健福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を
専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

五 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目
の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又は
これらに相当する課程を修めて卒業した者

七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を
修めて卒業した者

八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学へ
の入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれ
に相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であっ
て、二年以上児童福祉事業に従事したもの

九 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許
状を有する者であって、知事が適当と認めたもの

十 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの
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児童指導員任用に関する留意事項

＜実務経験により任用される場合＞
実務経験により児童指導員として任用されるためには、「児童福祉事業」の実務

経験（高等学校等を卒業している等の要件を満たしていれば２年、それ以外であれば

３年）を必要とする。

※児童福祉事業の一覧は次ページ参照。

【注意点】
〇同じ障害福祉に関係する事業であっても、障害児通所支援や障害児相談支援、
障害児入所施設は児童福祉事業に該当する一方で、居宅介護や生活介護、
短期入所などの障害福祉サービスは児童福祉事業に含まれない。
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（参考）児童福祉事業の一覧

①第１種社会福祉事業
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設（情

緒障害児短期治療施設）及び児童自立支援施設

②第２種社会福祉事業
障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等

訪問支援）、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子
育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点
事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、
子育て援助活動支援事業、助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター

③その他事業
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
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児童指導員任用資格に関する留意事項

＜実務経験に係る日数換算について＞

〇必要とされる経験年数１年あたり、180日の経験が必要となる。

例）実務経験２年が必要である場合は、業務に従事した期間が２年以上であり、かつ

実際に業務に従事した日数が360日（180日×２年）以上であることを要する。

※必要となる年数以上の期間をかけて、従事した日数を満たすことも可能。

例）１年に90日だけ勤務する者が、４年かけて360日を満たした場合も、「２年

以上かつ360日以上」を満たすため、実務経験２年を満たすと認められる。

だきたい。

〇従業者の方が以前の勤務先に実務経験証明書を請求する場合は、証明書を発行する

法人に対し、日数の記載も依頼するようにお願いしたい。

※証明書を発行する法人において勤務日数を細かく把握していない場合には、「１か月
につき約20日勤務」「週約３日勤務」「土日祝及び12月28日から１月３日以外に勤務」

など、記載方法は任意だが、従事した日数が類推できるような記載を依頼していた
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主な指摘事項の内容②

●重要事項説明書及び契約書において、利用申込者本人・保護者の署名又は
 記名・押印がない。
●重要事項説明書及び契約書の交付がされていない。
●重要事項説明書、契約書等の作成に際して、利用者の障がいの特性に応じ

  た対応がされていない。
●重要事項説明書及び契約書の内容が古いままで、運営規程や法改正の内

 容が反映されていない。必要な事項が記入されていない。

②利用契約の締結（内容・手続の説明及び同意）

p19、21を参照

・重要事項説明書、契約書には、利用申込者本人・保護者から署名又
は押印を受け、交付を行うこと。

・重要事項説明書、契約書等については、利用申込者の障がいの特性  

に応じて、通常使用する書類とは別に、ルビ、拡大文字等の対応を行
うこと。
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主な指摘事項の内容③

●児童発達支援計画が適切に作成されていない。

●児童発達支援計画に児童発達支援管理責任者の署名がされていない。

●児童発達支援計画を利用者及びその家族に説明を行い、交付していない。

●児童発達支援計画について、利用者の確認、同意を得ていない。

●アセスメント、モニタリングが行われていない、記録が整備されていない。

●児童発達支援計画の見直しが適切に行われていない。

③児童発達支援計画の作成等

p24～27を参照
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主な指摘事項の内容④

④児童発達支援サービス費等、各種加算・減算

●加算に必要とされている要件（人員配置、支援の記録等）を満たしていない。
●加算の実績がないのに算定している。
●必要な減算がされていない。

・加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかに県に届けること。 

・加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定は行わない
こと。なお、この届出を行わず、加算の請求を行った場合は、県から返還
措置を指導します。（悪質な場合、不正請求として行政処分の対象となる
可能性があります。）

p58～68を参照

10



主な指摘事項の内容⑤

●利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、担当者を設置する等必要な
 体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置
 が講じられていない。

・県などが実施している「障害者虐待防止・権利擁護研修」などに参加する

こと。

・虐待防止のための職員研修を行うこと。

・毎月、職員に対して、虐待防止チェックリストなどで虐待を行っていないな

ど確認を行うこと。

・利用者、家族など第三者も含めた通報体制など情報伝達体制が整備す

ること。

・市町村等への通報体制が整備すること。

⑤基本方針・一般原則
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主な指摘事項の内容⑥

⑥運営規程

●法改正等の内容が反映されていない。
●実際のサービス提供時間・従業者数等が、記載の内容と異なっている。
●重要事項説明書の記載内容と異なっている。
●条例上記載すべき事項が記載されていない。

運営規程の項目について、改めて確認を行うこと。
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主な指摘事項の内容⑦

⑦サービス提供記録

●サービス提供の記録について、当該サービスの提供日、提供したサービスの
具体的内容、実績時間数、利用者に伝達すべき必要な事項が、サービス提
供の都度記録されていない。
●サービス提供の記録に際して、利用者等から確認を受けていない

p28を参照

・児童発達支援等を提供した際には、提供日、具体的内容、 実績時間
数、利用者の状況、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事
項を、 サービス提供の都度記録すること。

・ サービス提供記録に関する書類（業務日誌、サービス提供実績記録
票等）の整合及び 誤りがないか、確認すること。

・ サービスの提供に係る適切な手続を確保する観点から、利用者による
確認が求められる。
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主な指摘事項の内容⑧

⑧勤務体制の確保・従業者の員数

●月ごとの勤務予定表が事業所ごとに作成されていない。
●すべての従業者が記載された勤務予定表となっていない。
●人員の基準（常勤換算等）が満たされているか、確認を行っていない。
●勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係等が明記されていない。
●管理者及び従業者等の勤務条件が雇用契約書等により明確になっていない。

・勤務予定表を事業所ごとに作成すること。（人員基準、加算要件を満た
すこと。）
・勤務条件が雇用契約書等で明確となっていること。
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主な指摘事項の内容⑨

⑨非常災害対策

●非常災害等に関する具体的な計画や、関係機関への連絡・通報体制が整備
されていない。又は従業者に周知されていない。
●定期的な避難、救出その他必要な訓練が行われていない。
●水害・土砂災害等の地域の実情に応じた計画作成や訓練がされていない。

・非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通
報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知すること。
・非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う
こと。
・地域の実情を鑑みた災害にも対処できるよう、水害・土砂災害を含む
非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、水害・土砂災害を想
定した避難訓練を実施すること。
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主な指摘事項の内容⑩

⑩秘密保持

●従業者に対する個人情報を保護するための秘密保持義務（退職後を含む）
 を誓約書等により明記していない。
●他の事業者等に対して、利用者又は家族の情報を提供する際に、利用者又

 は家族の同意を得ていない。

p42を参照

・従業者の秘密保持義務（退職後を含む）について、就業規則、雇用契
約書、誓約書等に明記すること。

・利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を他の指定障
害福祉サービス事業者等と共有するため、あらかじめ文書により利用
者及びその家族から同意を得ておくこと。
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２．サービス利用の手続き
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１．利用申
込

•重要事項説
明書交付・
説明・同意・
契約書

•受給者証の
確認

２．契約支
給量の報
告

•市町村へ報
告

３．個別支
援計画の
作成

•アセスメント

•計画の作成

•モニタリング

４．サービ
スの提供・
提供の記
録

•利用者の確
認

５．報酬請
求・利用者
負担額の
受領

•領収証の交
付

６．介護給
付費額等
の通知

•利用者へ代
理受領の通
知

主な障害福祉サービス利用の流れ
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利用申込①「重要事項説明」

• 事業者は、支給決定障害者等がサービスの利用の
申込みを行ったときは、当該利用申込者に対し、運
営規程の概要等を記した「重要事項説明書」を交付
して説明を行う必要があります。

□ 運営規程の概要・・・運営規程の項目が含まれるようにしてください。
また、運営規程と異なる内容が重要事項説明書に記載されていないか
確認してください。

□ 従業者の勤務体制
□ 事故発生時の対応・・・家族等や事業所内での連絡体制、対応責任者
等のほか、損害賠償に関する事項等について記載します。

□ 苦情処理の体制・・・相談窓口、苦情解決の体制、手順等の概要、行政
の相談窓口を記載します。

重要事項説明書に記載すべき項目
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利用申込②「受給者証の確認」

• 指定障害福祉サービスを提供する場合は、利用申
込者から受給者証の提示を受け、支給決定の有無、
支給決定の有効期間、支給量、利用者負担額及び
利用者負担額の適用期間を確認してください。

• サービス提供に必要な支給決定がない場合は、利
用者申込者に対して支給決定が必要なこと等を案
内し、支給申請に係る必要な援助（窓口の案内等）
を行う必要があります。
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利用申込③「契約」

• 利用するための契約が成立したときは、下記の契約
内容を記した契約書面を交付しなければなりません。

• なお、書面の交付に際しては、利用者の障害の特性
に応じた適切な配慮をする必要があります。

□ 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
□ 当該事業の経営者が提供するサービスの内容
□ 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
□ サービスの提供開始年月日
□ サービスに係る苦情を受け付けるための窓口

契約書に記載すべき項目
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利用申込④「受給者証の記載」

◆事業者は、受給者証の該当欄に事業所の名称、
サービス内容、月当たりの提供量（契約支給量）、
契約日等の必要な事項を記載します。

◆他の事業者による契約支給量の記載（終了年月日
が未記載のものに限る）がある場合は、契約支給量
の総量が支給決定量を超えていないことを確認しま
す。
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契約支給量の報告

◆「市町村への報告」

事業者はサービスの利用に係る契約をしたときは契約支給量
等を市町村に遅滞なく報告してください。

①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
②事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合で
あって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に
対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合
③利用者の住所地が事業所の運営規程に定める通常の実施地域以外である場合
④入院治療が必要な場合

事業者は、次の正当な理由のいずれかに該当する場合を除
き、利用申込みに応じなければなりません。

助成金の対象外になることを理由に、サービス提供を拒否する
ことはできません。

サービスの提供拒否の禁止
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個別支援計画①

• 児童発達支援管理責任者は、適切な方法により、障害児に
ついて、その有する能力、その置かれている環境及び日常
生活全般の状況等の評価を通じて、障害児の希望する生活
や課題等の把握（アセスメント）を行い、障害児の発達を支
援する上での適切な支援内容の検討をします。

• アセスメントに当たっては、保護者及び障害児に面接して行
わなければなりませんが、児童発達支援管理責任者等は、
面接の趣旨を保護者及び障害児に対して十分に説明し、理
解を得て行います。
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個別支援計画②

①児童発達支援計画等の作成

児童発達支援管理責任者は、アセスメントに基づいて援助の方向性や目標を明確
にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、
日程等を明らかにします。

②利用者及びその家族への説明

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画等の目標や内容等については、
利用者及びその家族に、理解しやすい方法で説明を行います。

③利用者等への交付

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画等を作成した際には遅滞なく利
用者に交付しなければなりません。

④児童発達支援計画等の実施状況の把握

児童発達支援管理責任者は、他の従業者の行うサービスが児童発達支援計画等
に沿って実施されているかについて把握するとともに、サービス提供に係る助言、指
導等を行うなど必要な管理を行わなければなりません。

25



個別支援計画③

①個別支援計画原案の作成

児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、次
の事項が記載された個別支援計画の原案を作成します。
□「利用者及びその家族の生活に対する意向」
□「総合的な支援の方針」
□「生活全般の質を向上させるための課題」
□「サービスの目標及びその達成時期」
□「サービスを提供する上での留意事項」 等
上記以外にも、事業所が提供するサービス以外の保健医療サービス又はその他
の福祉サービス等との連携も含めて位置付けるよう努めます。

②会議の開催

児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議（事業所において
サービス提供に当たる担当者を招集して行います）を開催し、個別支援計画の原案
の内容について意見を求めます。

※個別支援計画の作成に関する業務は、児童発達支援管理責任者が担当しな
ければなりません。個別支援計画は次の手順に沿って作成しますが、いずれの
手順が欠けた場合でも、報酬の減算対象となります（個別支援計画未作成減算）。
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個別支援計画④

③個別支援計画原案の利用者又はその家族への説明・同意

児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の原案の内容について利用者又はそ
の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。

④個別支援計画の利用者への交付
児童発達支援管理責任者は、利用者等の同意の上、個別支援計画を作成しますが、
当該個別支援計画は利用者に交付しなければなりません。

⑤モニタリングの実施と個別支援計画の見直し
児童発達支援管理責任者は、利用者についての継続的なアセスメントを実施すると
ともに個別支援計画の実施状況の把握を行います。（モニタリング）
モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行った上で、
定期的に利用者に面接し、定期的にモニタリングの結果を記録しておかなければなり
ません。
そのうえで、少なくとも６月に１回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ
て個別支援計画の変更を行います。
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サービスの提供①「サービス提供記録」

①サービスの提供の記録と利用者の確認（障害児相談支援を除く）
事業者は、事業者及び利用者が、その時点でのサービスの利用状況を把握できる
ようにするため、サービスを提供した際には、サービスの提供日、サービスの具体的
内容、実績時間数、利用者負担額等の保護者へ伝達すべき必要な事項を、サービ
スの提供の都度記録し、保護者の確認を求めなければなりません。保護者の確認に
際しては自署又は押印を求めます。

②日報等の作成
個別支援計画等の実施状況を把握・確認するために、サービス提供の詳細に係る
記録（施設において作成する日報・日誌等）を作成するよう努めます。

③提供記録の保存
サービス提供記録については、５年間の保存義務があります。記録が確認できな
い場合は、報酬請求の根拠が無いため、報酬の返還を求める場合があります。
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サービスの提供②「報酬算定に係る記録の整備」

①報酬算定に係る記録の整備
介護給付費・訓練等給付費の算定において加算を算定する場合、事前に県に届
出が必要なもののほか、当該加算の算定要件として記録の作成が求められるもの
があります。

 また、記録の作成が求められない場合においても、加算の算定に必要とされる支
援等の内容を明らかにするため、支援等の内容に係る記録は必ず作成しておきます。

 なお、記録に係る特定の様式が無い場合は、各事業所で使用する既存の書面を
活用するほか、各事業所の実態に合わせた様式を作成する等してください。

②記録の保存
加算の根拠となる記録については、５年間の保存義務があります。記録が確認で
きない場合は、報酬請求の根拠が無いため、報酬の返還を求める場合があります。
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サービスの提供③「報酬・利用者負担額-①」

①報酬の請求
障害福祉サービスにおける報酬の請求受付と支払業務は国民健康保険団体連合
会（以下「国保連」といいます。）が行っており、請求は、インターネットによる電子請
求で行います。

②請求事務の流れ（概要）
受給者証を確認して利用者と契約を結んだ後、サービス提供を行い、サービス提
供の翌月に請求を行い、請求した翌月に支払いが行われます。
請求情報は、電子請求受付システムにより国保連が受け付けて点検を行った後、
市町村で審査を行い、その結果に基づき国保連から事業者へ支払が行われます。

1.県への届出が受理されると、県から国保連に事業所情報が送信されます。 
2.国保連より関係書類が郵送されます。 
3.国保連ＨＰにある「請求事務ハンドブック」に沿ってインターネット請求 の準備を
行ってください。 
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サービスの提供④「報酬・利用者負担額-②」

①利用者負担額の受領
事業者は指定障害福祉サービスを提供した際は、市町村が認定した利用者負担
額（受給者証上は利用者負担上限月額として表示）とサービスの提供に要した費用
の一割相当額のうち低い額の支払を受けます。

利用者は複数の指定障害福祉サービス事業所を利用した場合でも、この利用者負
担上限額を超えて利用者負担額を支払う必要はありません。
利用者が複数の指定障害福祉サービス事業所等を利用した場合については、利
用者負担額の上限額管理を行い、各事業所では上限額管理後の利用者負担額の
支払いを受けることとなります。

②介護給付費額等の通知
法定代理受領により市町村から介護給付費等の支払を受けた場合は、利用者に
対して、介護給付費等の額を通知しなければなりません。
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サービスの提供⑤「利用者に求める事ができる費用」

指定障害福祉サービスの提供において、利用者負担額以外に利用者から支払を
受ける費用は、それがサービス提供の一環として行われる便宜に要する費用である
場合は、指定基準に定められた費用以外の費用を徴収することはできません。
保護者に当該費用の支払を求める場合には、その種類と額を運営規程に定め、保
護者に対してはそのサービスの内容と費用について書面により説明し同意を得なけ
ればなりません。費用の支払を受けた場合には、保護者に領収書を交付します。
利用者に求める事ができる費用については、サービス種類別に限定されており、
サービスと明確に区分されていない曖昧な名目（共益費、管理料等）の費用の受領
は認められていません。

○訪問系：通常の事業の実施地域外の居宅等においてサービス提供する場合の交通費
○生活介護：食事の提供に要する費用、創作的活動の実費、日用品費、その他の日常生活費
○短期入所：食事の提供に要する費用、光熱水費、日用品費、その他の日常生活費
○グループホーム：食材料費、家賃、光熱水費、日用品費、その他の日常生活費
○就労系・自立訓練：食事の提供に要する費用、日用品費、その他の日常生活費
○児童発達支援：食事の提供に要する費用（センターのみ）、日用品費、その他の日常生活費
○放課後等デイサービス：その他日常生活費

【利用者から徴収が認められる費用の例】
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３．事業所運営に係る基準
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定員の遵守 －１

34

定員超過における「やむを得ない事情」について
（R4.2.28厚生労働省事務連絡より抜粋）

災害や虐待の他、以下のような理由も「やむを得ない事情」として認められる。

①障害の特性や病状等のために欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難し
い障害児に継続した支援を行う必要がある場合

②障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所で受け入れをしな
いと、障害児の福祉を損ねることとなる場合

利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。

〇利用定員を超えた受け入れが認められるのは、災害、虐待、地域の社会資源
の状況等から「やむを得ない事情」がある場合のみ



定員の遵守 －２
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定員超過における「やむを得ない事情」について
（以下、R4.2.28厚生労働省事務連絡より抜粋）

①障害の特性や病状等のために欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難し
い障害児に継続した支援を行う必要がある場合

②障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所で受け入れをしな
いと、障害児の福祉を損ねることとなる場合

①のようなケースについては利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態（※）
でなければ、速やかに是正を図る必要はない。

②のようなケースについては、既存の利用者が利用をやめる際に、利用人数の調
整を行うなどの方法で是正を図れば足りる。



定員の遵守 －３
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定員超過における「やむを得ない事情」について
（以下、R4.2.28厚生労働省事務連絡より抜粋）

 「利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態」かどうかは、１月における利用

児童数（やむを得ない事情がある障害児の数は除く）の合計人数が、利用定員に開
所日数を乗じて得た数を超えるかどうかで判断するものとする。

・ 10 人×22 日＝220 人（延べ障害児数）
⇒ 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい

障害児を受け入れていることで、定員を超過する日があったとしても、当該月の延
べ障害児数が220 人を超えない場合、「利用人数が恒常的に利用定員を超えてい
る状態」には該当しない。

（ 例 ）利用定員10 人、１月の開所日数が22 日の場合



定員の遵守 －４
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※必要があれば、定員の変更にてご対応ください。

【 総括 】
〇真に「やむを得ない事情」かどうかについては、個別の事情ごとに判断する。

・単に「利用の申込があったので受け入れた」は、やむを得ない事情にあたら
ない。

〇定員超過に係る減算対象となった場合、報酬の減算が必要。

・減算の概要については、ｐ61を参照。

〇「減算にならない範囲なら受入れが可能」という考え方は間違い。
・減算は、給付費についての考え方である。
・定員超過は、指定基準にある「定員の遵守」に違反。



定員の遵守 －５
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参考

※以下、厚生労働省事務連絡（R4.2.28）より抜粋



勤務体制の確保等

・従業者の勤務体制を定めなければならない。
・従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

・勤務予定表が事業所ごとに作成されている。
・勤務予定表に、従業者の勤務予定が記載されている。
・人員基準が満たされているか確認している。
・勤務予定表に勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係が記載されている。
・勤務条件が雇用契約書等で明確となっている。
・研修が計画されている。
・研修の実施記録が保管されている。

※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合 、報酬の減算対象となります。
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☆連絡先☆

事業所等において、事故・事件、食中毒・感染症、送迎車の交通事故などが発生した場合
には、速やかに家族及び関係機関（消防署、警察署、市町村など）に連絡するとともに、県の
所管の現地機関又は関係市町村担当課に対し報告すること。特に、死亡事故が発生した場
合は速やかに報告すること。

※岐阜県指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告事務取扱要領（ＨＰ）参照

事故報告

※岐阜県社会福祉施設等内における食中毒・感染症等初動マニュアル（ＨＰ）参照

事務所名 電話番号（代表） ＦＡＸ番号 メールアドレス

西濃県事務所福祉課 ０５８４－７３－１１１１ ０５８４－７３－３５２４ c20502@pref.gifu.lg.jp

揖斐県事務所福祉課 ０５８５－２３－１１１１ ０５８５－２２－１８２９ c20503@pref.gifu.lg.jp

中濃県事務所福祉課 ０５７５－３３－４０１１ ０５７５－３５－１４９２ c20505@pref.gifu.lg.jp

可茂県事務所福祉課 ０５７４－２５―３１１１ ０５７４－２５－３９３４ c20504@pref.gifu.lg.jp

東濃県事務所福祉課 ０５７２－２３－１１１１ ０５７２－２５－００７９ c20507@pref.gifu.lg.jp

恵那県事務所福祉課 ０５７３－２６－１１１１ ０５７３－２５－７１２９ c20508@pref.gifu.lg.jp

飛騨県事務所福祉課 ０５７７－３３－１１１１
（夜間・休日）
０９０－９０２４－８１５１

０５７７－３３－１０８５ c20509@pref.gifu.lg.jp

岐阜地域福祉事務所 ０５８－２７２－８２８７ ０５８－２７８－３５２６ c22801@pref.gifu.lg.jp
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事故発生時の対応

１．事故に対応する際の基本姿勢
利用者本人や家族の気持ちを考え、相手の立場に立った発想で処理していく姿勢が基本。

 施設に事故の責任がある、ないということよりも、まずは誠意ある態度で臨むことが必要。

２．事故対応の原則
（１）個人プレーでなく組織として対応
（２）事実を踏まえた対応
（３）窓口を一本化した対応
当事者としての意識を持って一体的な対応をすること。事実を正確に整理、調査し、経過の
正確な記録を行うこと。

３．事故対応のフロー
（１）事実の把握と家族等への十分な説明
（２）改善策の検討と実践
（３）誠意ある対応

 往々にして｢簡単に謝罪してはならない｣と言われるが、有責無責にかかわらず、迷惑をか
けた事については誠意ある対応をすること。｢謝罪の意すら示さない｣と感情を損ね、訴訟に

発展するケースもあり得る。

参考：厚生労働省 福祉サービスにおける危機管理に関する基本指針
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.html 41



掲示等

・運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関など重要事項説明書の内容の掲示
・事故発生時の対応、秘密保持、個人情報の保護、苦情相談窓口、苦情解決の体制・手順

秘密保持

・従業者の秘密保持義務について、在職中及び退職後における秘密保持義務を就業規則
又は雇用契約書、誓約書等に明記すること。
・利用者及びその家族から個人情報の利用について同意を得ておくこと。

・事業所の見やすい場所への運営規程の概要等の掲示
・重要事項について、ホームページに掲載する等周知に努めなければならない。
⇒【令和３年４月県条例改正事項】
〇施設等における「運営規程の概要、従業者の勤務体制等の重要事項の
掲示義務」について、利用者の利便性向上のため「事業所に閲覧可能な
形（ファイル等）で備え置くこと」を可とした。（全事業）

・正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ
とがないよう、必要な措置を講じなければならない。
・他の事業所へ利用者等の情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者
等の同意を得ておかなければならない。
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苦情への対応

・苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じる。
・苦情を受け付けた場合は、苦情の内容を記録する。

苦情は、サービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情
の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行う必要がある。

・マニュアルの作成
・苦情受付の確立・体制整備
・再発防止（原因の解明・分析）
・第三者委員会の設置
・サービスの自己評価・満足度調査
・研修会の開催

サービスの質の向上
・市町村・県が行う苦情に関する調査に協力するとともに、指導又は助言に従い必要
な改善を行う義務や改善内容を報告する義務がある。
・また、運営適正化委員会が行う調査又はあっせんに協力しなければならない。

事故発生時の
対応を参照
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記録の整備

・サービス提供に関する記録を整備し、当該記録を整備した日から５年間保存
しなければならない。

【保管すべき書類】
① 従業者名簿、勤務記録、従業者の資格証の写し
② 就業規則
③ 設備、備品記録
④ 会計記録（法人決算書類等）
⑤ 消防計画・防災計画
⑥ 個別支援計画及び計画作成の記録
⑦ サービスの提供の記録
⑧ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録
⑨ 介護給付費等の請求に関する書類
⑩ 身体的拘束等の記録
⑪ 苦情の内容等の記録
⑫ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
⑬ 送迎車両の運行記録等の加算の実績（報酬の根拠資料）
⑭ 運営規程
⑮ 指定申請書、変更届、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
⑯ 県、市町村等への報告書類
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サービス管理責任者等の要件及び研修体系の変更

⚫ 令和５年６月から、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者のOJT

要件等が変更されています。詳しい要件などは、下記の告示を確認してくださ
い。

＜サービス管理責任者の場合＞
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労
働大臣が定めるもの等（平成18年厚生労働省告示第544号）」

＜児童発達支援管理責任者＞
「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども
家庭庁長官が定めるもの（平成24年厚生労働省告示第230号）」

⚫ このほか、平成３１年度から研修体系が見直されています。
詳しくは、下記の県ホームページを確認してください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/60414.html
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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格要件①

※平成31年3月7日障害保健福祉関係主管課長会議資料から抜粋。詳細は通知等により確認してください。 46



サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格要件②

※平成31年3月7日障害保健福祉関係主管課長会議資料から抜粋。詳細は通知等により確認してください。 47

サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置について
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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格要件③



多機能型事業所の指定

○生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続
支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型の事業のうち２つ以上の事業を一体的に行う（２つの事業
所で行う）ことをいう。
※児童福祉法に基づく「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童
発達支援」、「保育所等訪問支援」を行う場合も多機能型事業所になります。
○多機能型であっても事業所の指定は、事業の種類ごとに行いますので、事業の追加
については、変更届ではなく、新規指定の手続きが必要になります。

多機能型事業所等の定員規模別単価の取扱い①

多機能型事業所（次ページの適用を受けるものを除く。）又は複数の昼間実施サービス
（指定障害者支援施設基準第２条第16号に規定する「昼間実施サービス」をいう。以下
同じ。）を実施する指定障害者支援施設等（以下「多機能型事業所等」という。）につい
ては、当該多機能型事業所等として実施する複数の障害福祉サービス又は昼間実施
サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとします。
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多機能型事業所等の定員規模別単価の取扱③

障害者総合支援法に基づくサービスと児童福祉法に基づくサービスをそれぞれ１以上
行う場合の取り扱いは以下のとおりです。

①利用定員の合計数が２０人以上の多機能型事業所
⇒障害福祉サービス、障害児通所支援それぞれの定員規模により報酬を算定します。

＜例＞

②利用定員の合計数が２０人未満で、常勤の従業者の員数等に関する特例による多機能
型事業所（非重心を想定）

  ⇒複数のサービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の基本報酬を算定します。

＜例＞

生活介護 児童発達支援

定員 １０人 ５人

常勤の従業者の配置
（直接支援員は兼務不可）

兼務

報酬区分 １１人以上２０人以下の場合

③利用定員の合計数が２０人未満で、常勤の従業者の員数等に関する特例によらない多
機能型事業所（非重心を想定）
⇒障害福祉サービス、障害児通所支援それぞれの定員規模により報酬を算定します。

※主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業
所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合は、基本報酬や加算等の報酬を多機能型事業所全体の利用定員に応じて
算定します。
※「多機能型事業所における報酬算定上の定員区分に係る取扱いの変更について」（令和３年９月１６日付障第１３０７号）参照

＜例＞

生活介護 児童発達支援

定員 ２０人 １０人

報酬区分 11人以上20人以下の場合 10人以下の場合

生活介護 児童発達支援

定員 １０人 ５人

常勤の従業者の配置 専従 専従

報酬区分 １１人以上２０人以下の場合 ５人以下の場合

5 0



４．その他の手続き等
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変更届等

下記の事項に変更があった場合は、１０日以内に変更届を提出すること。
※添付書類等は、ＨＰ掲載の「指定障害福祉サービス事業等の申請手続き等について 」、
「指定障害児通所支援事業等の申請手続き等について」を参照のこと。

① 事業所の名称
② 事業所の所在地
③ 申請者の名称
④ 申請者の主たる事務所の所在地
⑤ 申請者の代表者の氏名、住所等
⑥ 登記事項証明書又は条例等
⑦ 医療法第7条の許可を受けた病院又は診療所
⑧ 事業所の平面図及び設備の概要
⑨ 事業所の管理者の氏名、住所等
⑩ 事業所のサービス提供責任者、サービス管理責任者（ＯＪＴ含む）、児童発
達支援管理責任者（ＯＪＴ含む）、相談支援専門員の氏名、住所等

⑪ 主たる対象者
⑫ 運営規程
⑬ 協力医療機関の名称、診療科名等 等

①～⑤について、変更がある場合
は「業務管理体制の届出」も必要。
※ｐ57参照

52

※②（事業所の所在地）を変更する場合は、設備要件等の確認が必要となりますので、
あらかじめご相談ください。



変更申請

下記のサービスの定員数を増加する場合は、変更届ではなく指定の変更申請
が必要です。
※ 指定希望日（原則毎月１日）の前々月の末日までに、指定変更申請書を提出すること。
※ 添付書類等は、ＨＰ掲載の「指定障害福祉サービス事業等の申請手続き等について 」、
    「指定障害児通所支援事業等の申請手続き等について」を参照のこと。
※ 指定希望日（原則毎月１日）の３ヶ月前までに、事前協議を行ってください。

 ※ 申請の受付は予約制です。あらかじめ電話などにより、来庁日時を調整してください。

●障害者総合支援法上のサービス
・生活介護
・就労継続支援Ａ型 （H29.4～）
・就労継続支援Ｂ型
・障害者支援施設

●児童福祉法上のサービス
・児童発達支援            （H30.4～）
・放課後等デイサービス （H30.4～）
・障害児入所施設 （H30.4～）

53



廃止・休止における注意事項について

・ 事業を廃止、休止しようとするときは１月前までに、
・ 休止した事業を再開したときは１０日以内に、
『廃止・休止・再開届出書』を提出すること。

「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留意事項等について」参照
（平成29年7月28日 厚生労働省事務連絡）

○ 事業の廃止又は休止の届出をしたときは、届出の日前一月以内にサービスを受けて
いた者で、引き続きサービス提供を希望する者に対し、他の事業者等との連絡調整
その他の便宜の提供を行わなければならない。
（障害者総合支援法43条、児童福祉法第21条の5の19第4項）

○ 廃止・休止届の記載事項の追加
・ 現にサービスを受けている利用者に対する措置
・ 現にサービスを受けている利用者の氏名、連絡先、受給者証番号、引き続きサー

 ビスの提供を希望する旨の申出の有無
      ・ 引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、サービスを継続的に提供する

他の事業者の名称

※ 補助事業を受けている場合、『財産処分の承認』が必要となる場合がある。
協議に時間を要する場合があるため、早めに相談すること。
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指定の更新について

※ 指定の更新を６年未満で行うことを妨げるものではなく、同一事業者で複数の
サービスの指定を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なる場合、そ
れらの指定の有効期限をあわせて更新することができるため、事前に相談す
ること。

指定の有効期間は、６年。
  ※  ６年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失う。

（申請書類等は、ＨＰ掲載の『指定障害福祉サービス事業所等の指定更新に係る申請
について』を参照のこと。）

※ 指定更新申請書については、更新日の前々月の末日までに提出すること。
（例）更新日：令和７年６月１日

⇒令和７年４月３０日までに関係書類を提出。

なお、一部の書類については、「添付書類の省略に係る誓約書」等の提出に
より省略可能。
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実施主体の変更について

・実施主体の法人が変更となった場合の手続きについて

●ＮＰＯ →  一般社団法人
●ＮＰＯ →  株式会社

法人格が変更となる場合は、指定を受けた法人の事業所は、「廃止」の取扱いとなり
 ます。速やかに相談すること。

●特定非営利活動法人○△□→特定非営利活動法人□△○

法人の名称が変更となる場合は、変更届を提出すること。

※ 補助事業を受けている場合、『財産処分の承認』が必要となる場合がある。
協議に時間を要する場合があるため、早めに相談すること。

56



業務管理体制の届出

平成２４年４月１日の障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）及び児童福
祉法（昭和２２年法律第１６４号）の改正により、障害者（児）施設・事業者による法
令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止する
とともに、利用者又は入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化
を図るため、各事業者に対し法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義
務付けられました。（根拠法・条文ごとに届け出る必要があるため注意すること。）

区分 届出先

① 事業所等が２以上の都道府県に所
在する事業者

厚生労働省本省
（社会・援護局障害保健福祉部

企画課監査指導室）

② 相談支援事業を行う事業者のうち、特
定相談支援事業又は障害児相談支援事
業のみを行う事業者であって、すべての
事業所等が同一市町村内に所在する事
業者

市町村

③ ①および②以外の事業者 都道府県

（参考）業務管理体制の整備について（岐阜県ホームページ）
 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8971.html 57
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介護給付費等算定に係る体制に関する届出

○報酬の加算等（算定される単位数が増えるものに限る）の算定の場合 

・届出が毎月１５日以前になされた場合・・・翌月のサービス提供分から 

・届出が毎月１６日以降になされた場合・・・翌々月のサービス提供分から 

○報酬の加算等がされなくなる場合 

・加算等が算定されなくなった事実が発生した日 

 サービス提供時の報酬の算定にあたっては、
  ・ 新規に指定障害福祉サービス等の提供を行う場合
  ・ 届け出た体制に変更があった場合
事前に岐阜県知事等に届け出る必要があります。
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報酬告示・留意事項等に係る注意事項

○加算等が算定されなくなる場合の取り扱い
・ 加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかに県に届けること。
・ 加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定は行わないこと。
・ この届出を行わず、加算の請求を行った場合は、県から返還措置を指導します。
（悪質な場合、不正請求として行政処分の対象となる可能性があります。）

○人員欠如に該当する場合の取り扱い
・ 従業者の員数が基準を下回る場合、報酬を減算することとされているが、これは適正
なサービス提供を確保するための規定であるため、人員欠如の未然防止に努めること。
・ 著しい人員欠如が継続する場合は、県から従業者の増員、利用定員の見直し、事業
の休止を指導します。（悪質な場合は行政処分の対象となる可能性があります。 ）

○個別支援計画の作成が適切に行われていない場合の取り扱い
・ サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）により個別支援計画が作成されてい
ない場合、又は、個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場
合は減算対象となる。
・ 当該減算に該当する場合は、規定の遵守を指導します。（指導に従わない場合は行政
処分の対象となる可能性があります。 ）
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福祉専門職員配置等加算

●従業者の異動や退職等により、福祉専門職員配置加算の要件を満たせていない。
⇒ 加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかに県に届けること。（変更届、体
制届の提出が必要です。）

 加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定は行わないこと。

福祉専門職員配置等加算の対象となる従業者の人事異動や、退職により、加算の要件で
ある直接処遇職員として常勤配置している従業者のうち有資格者（社会福祉士、介護福
祉士、精神保健福祉士又は公認心理師）の割合（Ⅰ型は100分の35以上、Ⅱ型は100分
の25 以上）、常勤換算により常勤配置している従業者の割合（100 分の75 以上【Ⅲ
型】）又は常勤配置されている従業者のうち3 年以上従事している従業者の割合（100 分
の30 以上【Ⅲ型】）を満たせなくなった時は、加算を算定しないこと。

欠席時対応加算

●利用中止の連絡のあった日時、利用者の状況確認、相談援助の内容が記録されていな
い。
⇒ 加算の対象にならないため、加算の算定は行わないこと。

利用予定日の前々日、前日（※営業日で算定）又は当日に中止の連絡があった場合に、
利用する事業者毎に１月に４回を限度として算定が可能です。なお、算定要件として、電
話等で確認した利用者の状況、相談援助の内容を記録することが必要です。
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児童指導員等加配加算

○算定するための届出として体制様式別紙と併せて、勤務形態一覧表の提
出を求めております。
○留意事項

・管理者や児童発達支援管理責任者等基準人員が欠如している場合は算
定できません。

・加算を算定するために加配する従業者は、管理者を兼務することができま
せん。

・児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算を併せて算定する場合に
は、各加算の要件を満たす人員をそれぞれ配置する必要があります。

＜算定要件＞

児童発達支援給付費の算定に必要とする員数（専門的支援体制加算を算
定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を
含む。）に加え、児童指導員等又はその他の従業者を１以上配置し、指定児
童発達支援を行った場合に算定することができます。
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家族支援加算

○留意事項
・支援内容を個別支援計画に記載し、計画的に相談援助を実施すること。

・突発的な相談援助（例：家族等からの電話に対応する場合）や、モニタリン
グ時の保護者との面談などは対象外です。
・相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。
・利用者が事業所に通所しない月は算定できません。

・利用者が事業所に通所しない日に、本加算の算定要件を満たす相談援助
のみを行った場合は、当該日については加算のみ算定可能であり、基本報
酬の算定はできません。

＜算定要件＞

利用者の家族（きょうだいを含む。）等に対して、居宅への訪問、事業所等
での対面若しくはオンラインで個別（加算Ⅰ）又はグループ（加算Ⅱ）により
相談援助を行った場合に算定することができます。

※加算Ⅰは１日１回、月に４回まで（保育所等訪問支援等は月２回）、加算
Ⅱは１日１回、月に４回までを限度として算定可能。

※多機能型事業所において、同一の利用者に複数のサービスによる支援を
行う場合、各サービスを合計して（Ⅰ）及び（Ⅱ）それぞれ月４回を超えて算
定することは不可。



定員超過利用減算

○１日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い（利用定員50 人以下の指定
障害福祉サービス事業所等の場合【※利用定員51人以上の場合の取扱いは異なりま
す。】）については、１日の利用者の数が利用定員に100 分の150を乗じて得た数を超える
場合に、当該１日について利用者全員につき所定単位数の100分の70で算定することに
なります。

また、過去３月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱いについては、直近の過去
３月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100 分の125を乗じ
て得た数を超える場合に、当該１月間について利用者全員につき減算になります。

なお、多機能型事業所等にあっては、複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスご
とに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算定します。

●利用定員を上回る利用者を受け入れている。また、その状況を解消するための見直し
（利用定員の増数変更など）が行われていない。

⇒県から利用定員の見直し、事業の休止等を指導します。（悪質な場合は行政処分の対
象となる可能性があります。 ）

63



人員欠如減算

●指定基準の規定により配置すべき従業者について、基準上必要とされる人員を満たしていない。

●児童発達支援管理責任者が退職等により不在となって以降、後任の者が補充されていない。（配置
されていない）

⇒人員欠如減算の対象です。著しい人員欠如が継続する場合は、県から従業者の増員、利用定員の
見直し、事業の休止を指導します。（悪質な場合は行政処分の対象となる可能性があります。 ）

指定基準の規定により配置すべき児童指導員、保育士、看護職員、機能訓練担当職員、心理担
当職員、訪問支援員については、人員基準上必要とされる員数から1 割を超えて減少した場合に

は、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について、減算が適用とな
る月から３月未満の月は所定単位の100分の70で算定してください。
減算が適用されてから、３月以上連続して満たない場合は、減算が適用された３月目から人員
欠如が解消されるに至った月までの間、所定単位の100分の50 で算定してください。

なお、１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで
減算されます。

児童発達支援管理責任者が配置されていない場合は、翌々月から人員欠如が解消された月ま
で、利用者全員について、所定単位数の100 分の70で算定してください。
減算が適用されてから、５月以上連続して基準に満たない場合は、減算が適用された５月目
から人員欠如が解消されるに至った月までの間、所定単位の100分の50 で算定してください。

なお、多機能型事業所等であって、複数の障害福祉サービスの利用者の数の合計数に基づき、
配置すべき児童発達支援管理責任者の員数を満たしていない場合には、当該複数の障がい福祉
サービスの利用者全員について、減算となります。
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個別支援計画未作成減算

●児童発達支援管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されてい
ない。

●基準に定められている個別支援計画作成に係る一連の業務が適切に行わ
れていない。

●利用者又はその家族に対する説明が行われておらず、同意も得られていな
い。

●個別支援計画を利用者に交付していない又は、利用者の同意及び交付を
得た旨の確認、記名等を得ていない

⇒個別支援計画未作成減算の対象です。当該減算に該当する場合は、規定
の遵守を指導します。

個別支援計画が作成されていない、又は作成に係る一連の業務が適切に行
われていない場合は、該当する月（減算が適用される月）から２月目までは、
当該利用者につき所定単位数の100 分の70 で算定してください。

減算が適用される月から３月以上連続して解消されない場合、３月目から当
該状態が解消されるに至った月の前月までの間100 分の50 で算定してくださ
い。
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自己評価結果等未公表減算

●児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援事業所におい
て、自己評価結果等の公表の届出がされていない。

⇒自己評価結果等未公表減算の対象です。当該減算に該当する場合は、規定
の遵守を指導します。
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・自己評価結果等の公表について県へ届出していない場合は、届出がされてい
ない月から届出されていない状態が解消されるに至った月までは、所定単位数
の100 分の85で算定してください。
・概ね年１回、公表及び届出を行ってください。

・公表は、事業所の関係者以外も容易に閲覧できる方法で行ってください（例：
ホームページ・SNSでの公表。事業所内掲示のみは不可。）

・保護者や従業者（、訪問先施設）から提出された評価表を集計・分析し、その
結果を踏まえて、事業所全体としての自己評価及び改善・充実に向けた目標の
設定を行い、その内容を公表した上で、設定した目標に沿った支援を行ってくだ
さい。
・自己評価結果等の公表は、各ガイドラインに沿って実施してください。



67
※令和6年7月4日付けこども家庭庁事務連絡「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の
   流れについて」別添から抜粋。詳細は事務連絡等により確認してください。



支援プログラム未公表減算

●令和７年４月１日から適用。

●児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援事業
所において、支援プログラムの公表の届出がされていない。

⇒支援プログラム未公表減算の対象です。当該減算に該当する場合は、規定
の遵守を指導します。
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・支援プログラムの公表について県へ届出していない場合は、令和７年４月（同
月以降に指定を受けた事業所にあっては、指定を受けた月）から届出されてい
ない状態が解消されるに至った月までは、所定単位数の100 分の85で算定し
てください。

・公表は、事業所の関係者以外も容易に閲覧できる方法で行ってください（例：
ホームページ・SNSでの公表。事業所内掲示のみは不可。）

・既に県へ届出をした事業所においても、支援内容等に変更があった場合は、
支援プログラムを適宜見直し、公表及び届出を再度行ってください。



児童発達支援管理責任者等の不在

○児童発達支援管理責任者が退職し、児童発達支援管理責任者等が不在となる。
 求人募集はしているが、まだ、決まっていない。

●新規の利用は？
→個別支援計画等を作成できないため、新規の利用は控える。

●個別支援計画の見直しは？

→個別支援計画の作成は、児童発達支援管理責任者が行うため、見直しが必要と
なった月以降当該状態が解消されるに至った月の前月まで個別支援計画未作成減算と
なる。

●基本報酬は？

→人員基準を満たしていない月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、
児童発達支援管理責任者欠如減算となる。

●事業所の開設は？
→長期間にわたる場合は、休止も検討する。
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※児童発達支援管理責任者が不在となった場合、速やかに、障害福祉課へ
 連絡するとともに、必要な届出を行うこと。



児童発達支援管理責任者等の不在

70

児童発達支援管理責任者が事業所の責に帰さないやむを得ない事由によ
り欠如した場合については、児童発達支援管理責任者として配置する「みなし
配置」が適用される旨、定められています。
みなし配置の適用を受けるためには、協議書を県へ提出し審査を受ける必
要があります。
※詳細につきましては、以下の県ホームページに掲載の通知文書をご確認ください。

〇県ホームページ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 障がい者
＞法令・計画等 >申請・様式集（児童福祉法関係）
＞５.サービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合に

実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置する措置に係る申
請様式
➢ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8617.html

やむを得ない事由による「みなし配置」の届出について



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の更新期間の考え方について

○初回の更新研修（又は実践研修）が起算点となります。その翌年度から５年度毎に１回、更新研修を受講することが必要となります。
○更新研修の受講には、（１）又は（２）の実務要件を満たすことが必要。
（１）現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事。
（２）過去５年間のうち２年間以上、サービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事。
○更新研修を更新期間内に修了できなかった場合は、実践研修の受講が必要。

実践研修修了者

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度・・

基礎研修
修了

実践研修
修了

基礎研修
修了

実践研修
修了

起算
点

1回目の更新研修受講
R4～８年度

２回目の更新研修受講
R９～１３年度

起算
点

1回目の更新研修受講
R７～１１年度

【受講のイメージ】

平成３０年度までの修了者

・平成３０年度までの研修修了者で、令和５年度末までに更新研修を受講した者は、新カリキュラムの修了者としてみなされる。そのため、最初に更新研修を修了した年度が
更新の起算点となる。その翌年度から５年度毎に１回、更新研修を受講することが必要となる。

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度・・

更新研修
修了

起算
点

２回目の更新研修受講
R６～１０年度

３回目
R11～15
年度

・実践研修修了年度を起算点となる。
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受講忘れによる資格失効に注意！
資格管理の徹底を！



○開所時間減算
運営規程に定められている営業時間が６時間未満の場合

開所時間４時間未満
開所時間６時間未満

【所定単位数の70％を算定】
【所定単位数の85％を算定】

※放課後等デイサービス事業所については学校の休業日における営業時間
（放課後等デイサービス事業所で授業終了後に行う場合については開所時間
減算は適用されない）

※送迎のみを実施する時間は営業時間に含まれない

○身体拘束廃止未実施減算
障害児入所施設 【所定単位数の１００分の１０を減算】

障害児入所施設以外 【所定単位数の１００分の１を減算】
身体拘束等の記録が行われていない場合等

○虐待防止措置未実施減算
【所定単位数の１００分の１を減算】
委員会の開催、研修の実施、担当者の配置等が行われていない場合

その他の減算措置について
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ご清聴ありがとうございました。
引き続き、適切な事業所運営に努めて
ください。

■動画視聴後は視聴確認用フォームへ必要事項
及びキーワードを記載の上、回答を送信して
ください。
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